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伊那中央行政組合行政財産の目的外使用に関する条例 

 

平成 14年４月１日 

条例第５号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第225条の

規定に基づいて徴収する使用料のうち、法第238条の４第７項の規定により許可を受けて

する行政財産の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（使用料） 

第２条 行政財産を使用しようとする者は、別表に定める使用料を、使用を許可されたと

きに納めなければならない。ただし、組合長が特別の事由があると認めたときは、この

限りではない。 

（使用料の減免） 

第３条 組合長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、使用

料の全部又は一部を減免することができる。 

(1) 他の地方公共団体、その他の公共団体若しくは公共的団体において、公用若しくは

公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。 

(2) 職員等当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設の用に供す

るとき。 

(3) 使用者が地震、火災、水害等の災害その他特別の事情により使用できなくなったと

き。 

(4) 使用者が当該行政財産の維持並びに保存の費用の全部又は一部を負担しているとき。 

(5) 使用者が当該行政財産を寄附し、又はその費用の全部若しくは一部を負担している

とき。 

(6) 前各号に定めるもののほか、組合長が公益上特に必要があると認めたとき。 

（使用料の還付） 

第４条 すでに納めた使用料は還付しない。ただし、組合長が法第238条の４第９項の規定

により使用の許可を取り消し（公用又は公共用に供するため必要が生じたときに取り消

すものに限る。）、又は使用者が地震、火災、水害等の災害その他特別の事情により使

用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。この場合におい

て、年額又は月額による使用料にあっては、月額又は日割りによって計算した額とする。 

（損害賠償） 

第５条 行政財産を使用する者が、その使用によって行政財産に損害を与えたときは、そ

の損害を賠償しなければならない。 

（委任） 
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第６条 この条例の施行について必要な事項は、組合長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

区  分 使用の方法等 使  用  料 

土   地 
電柱、地下埋設物等 

電気通信事業法施行令（昭和60年

政令第75号）第５条又は伊那市道路

占用料徴収条例（平成18年伊那市条

例第145号）の規定を準用する。 

そ    の    他 組合長が別に定める額 

建 物 及 び 

工 作 物 

食堂、売店、会議室、事

務室、広告物等 
組合長が別に定める額 

 

 


